公募型指名競争入札に際しての注意事項
　
　本公募型指名競争入札に参加を希望する場合は、以下の事項について十分留意して
参加してください。

１　入札参加資格要件
（１）当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産手続開始の決
　　受けて復権を得ない者

　（２）暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第
32条第1に掲げる者でないこと。

　（３）令和８・９年度千葉市入札参加資格者名簿（広告・催事）に登録されており、千葉市内に本店もしくは支店または営業所があること。（地区区分が「市内」もしくは「準市内」）
　（４）令和３年度から令和７年度までに、スポーツイベント等のイベントに関す
る設営業務の履行実績があること。

　（５）千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行に
基づく指名停止措置等を、対象業務の入札参加資格確認申請期限の日から入札日までの間に受けていないこと
２　入札参加申込
（１）提出書類

入札参加を希望する際の提出書類は以下のとおりです。
　　　ア　公募型指名競争入札参加申込書

　　　イ　同種業務の履行実績等を確認できる書類（契約書の写しなど）
　　　　　（資格要件に、履行実績等を定めている場合に必要です。）

　　　

（２）受付期間は、対象業務の公表を開始した日から公表の最終日までです。

（３）提出方法

電子メールでPDF形式により提出してください。メール送付にあたっては、ZIP形式でパスワード付圧縮し送付してください。
※メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負いません。
（４）希望者が多数あるいは少数であった場合の取扱い

　　　　公募型指名競争入札として公表した結果、希望者が多数あった場合でも、資　　

　　　格要件等を満たしていれば、原則として全ての希望者を指名します。
４　公募型指名競争入札の成立
　　　　入札者が１者であるときは、公募型指名競争入札は、成立するものとします。
５　その他
　（１）資本若しくは人事面等において関連会社となる業者については、一緒に同一

　　案件に申請はできません。｛役員兼務（監査役を除く。）又は資本提携（５０％以上）がある企業は、同一案件の指名を受けることはできません。｝
（２）申し込みにあたり、現在の手持業務及び指名状況等を勘案し、技術者数等について十分考慮のうえ申込書を提出してください。

（３）提出された申込書は、指名業者を選定するにあたっての参考資料とするもの
であり、直ちに指名につながるものではありません。（審査のうえ、資格要件等に適合しなければ指名されないこともあります。）
（４）指名後に資格要件等に適合しなくなった場合は、入札参加資格を失います。
